
結城市ネーミングライツ事業に関するサウンディング型市場調査実施要領 

 

１ 調査の趣旨 

  本市では、新たな財源を確保するとともに地域経済の活性化及び市民サービスの継続

的な実施を目的として、「ネーミングライツ（施設に企業名や商品名などを冠した愛

称を命名する権利を付与するもの）」の導入を推進しております。 

  このたび、別紙の対象施設に記載のある公共施設等へのネーミングライツの募集を検

討するにあたり、その市場性や適切なネーミングライツ料について、あらかじめ市内

外の事業者からご意見を伺った上で、効果的な事業実施につなげるため、サウンディ

ング型市場調査を実施し、今後の本市が公募する対象施設等の候補を検討するもので

す。 

  本市のネーミングライツ事業が、市及び事業者、また市民にとって有益なものとなる

よう、ぜひ本調査にご参加くださいますようお願いします。 

   

２ サウンディング型市場調査とは 

   今後、実施や募集を予定している事業について、その検討段階で民間事業者との

「対話」を実施し、あらかじめ当該事業の価値向上のためのアイデアや市場性の有無

について把握する調査のことです。調査の結果については内部検討を行う際の参考資

料とし、必要に応じて募集要領等への反映を行います。 

 

３ 調査の内容 

（１）事業名 

結城市ネーミングライツ事業 

（２）事業概要 

「結城市ネーミングライツ導入ガイドライン」に基づき、別紙の対象施設に記載

のある公共施設等にネーミングライツを導入します。 

（３）対話内容 

   対象施設やネーミングライツの制度全般に係る次の項目について、広くご意見やご

提案をお伺いしたいと考えています。 

 ア 対象となりうる施設やそのネーミングライツ料について 

 イ 付与してほしいパートナーメリットについて（アイデアレベルで結構です。） 

 ウ 複数施設をまとめて一括で募集してほしい等の募集条件について 

 エ ネーミングライツパートナーの募集にあたって配慮を要する事項について（募集時

期や契約期間など） 

 オ 本市のネーミングライツ制度全般に関するご提案や、今回調査の対象としていない

施設や公園などの市有施設及びそれらの一部、またイベントや講座などのソフト事

業について 

（４）対象者 

   本市のネーミングライツ事業に関心のある事業者や広告代理店 

  ※市内、市外の事業者を問いません 



４ 対話までのスケジュール 

（１）申込方法 

   「６ 問合せ先」へ電子メール又は電話にて、お申し込みください。 

   【申込期限】令和８年５月８日（金）午後５時まで 

（２）対話の実施 

   知的財産保護の観点から、対話は個別に実施します。 

  【日時】申し込み後から令和８年５月１５日（金）までの期間で、３０分から１時間

程度（対話参加の申込み後、別途調整します。） 

  【場所】結城市役所本庁舎内の会議室 

（３）対話結果の公表 

   令和８年６月上旬（予定） 

 

５ 留意事項 

（１）対話への参加実績や対話内容については、実際の事業実施における有利・不利の影

響等は一切ありません。 

（２）対話内容は、今後の検討の参考とさせていただきます。双方の発言とも、あくまで

も対話時点での想定のものとし、何らの約束をするものではありません。 

（３）対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。公表に当たって

は、提案者の名称及び知的財産に係る内容は原則として公表しません。また、事前

に公表内容を提案者に対し確認させていただきます。 

（４）次のいずれかに該当する場合は、本調査に参加することはできません。 

  ア 結城市暴力団排除条例（平成２４年結城市条例第３号）第２条第１号から第３号

までに該当する者 

  イ 茨城県暴力団排除条例（平成２２年茨城県条例第３６号）第１５条に違反してい

る事実がある者 

 

６ 問合せ先 

 結城市総務部行革・デジタル推進課行革・デジタル推進係 担当：谷嶌、小林 

 メールアドレス：jyouhou@city.yuki.lg.jp 

 電話：０２９６－３４－０４３６（直通） 

  

  



 


